
第 ５ 号議案 

 

国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ６ 年 ２ 月 ２２ 日 

 

 

提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

（説 明） 学校運営協議会委員を非常勤特別職として配置し、その報酬額

を新たに設定するため、条例の一部を改正するものである。 

 

 

国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例案 

 

国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和４９年

１１月国立市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条中第７８号を第７９号とし、第１２号から第７７号までを１号ずつ

繰り下げ、第１１号の次に次の１号を加える。 

(12) 学校運営協議会委員 

第３条第１項中「前条第１号から第１４号まで」を「前条第１号から第

１５号まで」に改め、同条第４項中「前条第１４号」を「前条第１５号」

に改める。 

第４条中「第２条第１５号から第７５号まで」を「第２条第１６号から第

７６号まで」に改める。 

第５条第１項中「第２条第７６号から第７８号まで」を「第２条第７７号



から第７９号まで」に改める。 

別表第１中 

「 

 

 

 

 

 

                                」 

 

「 

 

 

 

 

 

                                」 

改める。 
 

付 則 
 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

校医 内科医 年額 ５４９，６００円 

歯科医 〃  ５４９，６００円 

眼科医 〃  ５４９，６００円 

耳鼻咽喉科医 〃  ５４９，６００円 

薬剤師 〃  ２７４，８００円 

校医 内科医 年額 ５４９，６００円 

歯科医 〃  ５４９，６００円 

眼科医 〃  ５４９，６００円 

耳鼻咽喉科医 〃  ５４９，６００円 

薬剤師 〃  ２７４，８００円 

学校運営協議会委員 〃    １２，０００円 

を 

に 


